
 

『中国進出の日本企業１万２千社 コロナも影響、１０年間で最少』 
 

 帝国データバンクは２０２２年の日本企業の中国進出動向調査結果を発表した。それによると、中国に

進出している日本企業は、２２年６月時点で１万２７０６社だった。１０年の調査開始以降、中国進出企業

は１万社を超えているが、２０年の前回調査時点から９４０社減少した。過去の調査で最も進出社数が多

かった１２年（１万４３９４社）に比べて１０００社超も減少、過去１０年で最も少なかった。同社は（１）中国当

局のゼロコロナ政策に伴う長期のロックダウンにより、予見できない長期の操業停止や物流・サプライ

チェーンの混乱を余儀なくされた（２）人件費の上昇で採算が合わず工場を閉鎖するなど中国事業の

整理と東南アジアや日本国内に生産拠点を移設・分散させるサプライチェーン再編が進んでいるーこ

となどを挙げている。 

 具体的な進出地域では上海市が中国全土で最多の６０２８

社。２０年比２７２社減少した。広東省は同２０３社減の１８３３

社、山東省は同１５２社減の７６４社で、減少幅が１００社超と

なったのはこの３地域だった。業種別で最も多いのは製造業

の５１２５社（２０年比４３４社減）で、全体の約４割を占めた。以

下、卸売業の４１５４社（同３５１社減）、サービス業の１７２２社

（同１１１社減）などが続く。 
 

『国税庁との連携、さらに強化 節税目的保険商品対応―金融庁』 
 

 金融庁は「節税（租税回避）を主たる目的として販売される保険商品」への対応として、商品審査段階

およびモニタリング段階で国税庁との連携をさらに強化し、一層の保険契約者保護を進めていく方針を

表明した。【商品審査段階】では（１）金融庁から保険会社に対して、税務に関する事前照会を国税庁に

行うよう強く推奨する（２）保険会社から同意を得た上で、必要に応じて金融庁からも国税庁に事前照会

を実施する（３）金融庁において、事前照会の結果を商品審査で参考情

報として活用する（事業方法書への募集管理態勢に関する記載の指導

等）。【モニタリング段階】では（１）両庁の定期的な意見交換の場等を通

じて国税庁から金融庁に対して保険商品に関する節税スキームの情報

を提供する（２）金融庁において、国税庁からの情報や独自に把握した

情報を活用し、保険会社・保険代理店における募集管理態勢の整備状

況や販売実態等のモニタリング等を実施する（３）金融庁から国税庁に

対して、商品開発や募集現場で利用されるスキームの情報を提供する。

節税を主たる目的として販売される保険商品について金融庁からも

度々注意喚起を行い、監督指針の改正等を実施してきたが、保険本来

の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動が依然確認されている。 

 
                           出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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